
法
務
局
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に

よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
々
を
始

め
、
地
域
住
民
の
皆
様
か
ら
の
日
常

生
活
の
様
々
な
心
配
事
や
登
記
手
続

き
に
関
す
る
ご
相
談
を
お
受
け
す
る

た
め
、
次
の
日
程
で
、
「
特
設
登
記
・

人
権
相
談
所
」
及
び
「
相
続
に
関
す

る
説
明
会
」
を
県
内
各
地
で
開
設
し

ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
法
務
局
職
員
、

人
権
擁
護
委
員
、
司
法
書
士
、
土
地

家
屋
調
査
士
及
び
公
証
人
が
お
受
け

し
ま
す
。
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
福
島
地
域

・
６
月
29
日(

土)

福
島
地
方
法
務
局

・
７
月
３
日(

水)

本
宮
市
白
沢
公
民
館

・
７
月
４
日(

木)

保
原
町
中
央
公
民
館

・
７
月
８
日(

月)

大
玉
村
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

・
７
月
９
日(

火)

川
俣
町
保
健
セ
ン
タ
ー

・
７
月
16
日(

火)

国
見
町
観
月
台
文
化
セ
ン
タ
ー

・
７
月
17
日(

水)

二
本
松
市
役
所

・
７
月
19
日(

金)

桑
折
町
中
央
公
民
館
分
室

◆
相
馬
地
域

・
６
月
29
日(

土)

福
島
地
方
法
務
局
相
馬
支
局

・
７
月
15
日(

月)

南
相
馬
市
原
町
区
福
祉
会
館

◆
郡
山
地
域

・
６
月
29
日(

土)

福
島
地
方
法
務
局
郡
山
支
局

・
７
月
９
日(

火)

田
村
市
船
引
保
健
セ
ン
タ
ー

・
７
月
16
日(

火)

三
春
交
流
館
「
ま
ほ
ら
」

◆
白
河
地
域

・
６
月
29
日(

土)

福
島
地
方
法
務
局
白
河
支
局

◆
会
津
若
松
地
域

・
６
月
29
日(

土)

①
福
島
地
方
法
務
局
若
松
支
局

②
会
津
美
里
町
高
田
公
民
館

◆
い
わ
き
地
域

・
６
月
29
日(
土)

福
島
地
方
法
務
局
い
わ
き
支
局

・
７
月
２
日(

火)

広
野
町
役
場

・
８
月
１
日(

木)

川
内
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

※
全
国
の
法
務
局
で
も
相
続
な
ど
の

登
記
手
続
き
の
ご
相
談
を
受
け
付

け
て
お
り
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の

法
務
局
へ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

法
務
局
で
は
、
被
災
さ
れ
た
皆
様

か
ら
、
不
動
産
や
会
社
な
ど
の
登
記

に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
す
る
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。

登
記
相
談
に
は
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

０
１
２
０(

２
２
７)

７
４
６

◆
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

(

土
・
日
・
祝
日
を
除
く)

次
の
よ
う
な
場
合
に
も
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
続
に
関
す
る
登
記
手
続
き
は
、

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

○
被
災
建
物
の
代
替
建
物
を
取
得
し

た
際
の
登
記
は
ど
う
な
る
の
？

○
会
社
の
役
員
変
更
の
登
記
手
続
き

は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

○
土
地
や
建
物
の
権
利
証
を
紛
失
し

て
し
ま
っ
た
け
ど
、
ど
う
す
れ
ば

い
い
の
？

○
会
社
の
印
鑑
や
印
鑑
カ
ー
ド
を
紛
失

し
た
け
ど
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

福
島
地
方
法
務
局

総
務
課

☎
０
２
４(

５
３
４)

１
９
４
１

以
前
よ
り
国
に
要
望
し
て
い
た
、

帰
還
困
難
区
域
内
の
共
同
墓
地
の
除

染
が
間
も
な
く
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
除
染
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ま

が
安
心
し
て
墓
参
り
が
で
き
る
よ
う

に
墓
石
の
拭
き
取
り
、
草
刈
り
等
の

作
業
を
行
い
ま
す
。

作
業
は
環
境
省
が
行
い
ま
す
の
で
、

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
除
染
状
況
等
に
つ
き
ま
し

て
は
、
今
後
の
広
報
・
ブ
ロ
グ
等
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

環
境
対
策
課

1
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福
島
地
方
法
務
局
か
ら
相
談

会
の
お
知
ら
せ

福
島
地
方
法
務
局
か
ら
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
の
お
知
ら
せ

帰
還
困
難
区
域
内
の
共
同
墓

地
除
染
の
お
知
ら
せ



次
の
よ
う
な
悩
み
を
抱
え
て
い
ま

せ
ん
か
。

○
最
近
気
持
ち
が
沈
む
こ
と
が
多
い

○
眠
れ
な
い

○
対
人
関
係
に
悩
ん
で
い
る

○
引
き
こ
も
り
や
不
登
校
な
ど
思
春

期
の
悩
み

県
内
各
地
で
相
談
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
の
で
、
一
人
で
悩
ま
ず
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
県
北
地
区

○
実
施
月
日

・
６
月
27
日(

木)

・
７
月
11
日(

木)

・
７
月
25
日(

木)

・
８
月
８
日(

木)

・
９
月
12
日(

木)

・
９
月
26
日(

木)

○
時
間

午
後
１
時
～
午
後
４
時
30
分

○
場
所

福
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先
】

福
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４(

５
３
５)

３
５
５
６

◆
県
中
地
区

○
実
施
月
日

・
７
月
11
日(

木)

・
８
月
９
日(

金)

・
９
月
24
日(

火)

○
時
間

午
後
１
時
30
分
～

○
場
所

県
中
保
健
福
祉
事
務
所

【
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先
】

県
中
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
福
祉
課

障
が
い
者
支
援
チ
ー
ム

☎
０
２
４
８(

７
５)

７
８
１
１

◆
県
南
地
区

○
実
施
月
日

・
６
月
21
日(

木)

・
７
月
19
日(

木)

・
８
月
２
日(

木)

・
９
月
20
日(

木)

○
時
間

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

○
場
所

県
南
保
健
福
祉
事
務
所

【
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先
】

県
南
保
健
福
祉
事
務
所

障
が
い
者
支
援
チ
ー
ム

☎
０
２
４
８(

２
２)

５
６
４
９

◆
相
双
地
区

・
７
月
26
日(

金)

午
後
２
時
～
午
後
４
時

新
地
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

・
８
月
28
日(

水)

午
前
９
時
～
午
前
11
時

相
馬
市
保
健
セ
ン
タ
ー

・
９
月
27
日(

金)

午
後
２
時
～
午
後
４
時

新
地
町
保
健
セ
ン
タ
ー

【
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先
】

相
双
保
健
福
祉
事
務
所

障
が
い
者
支
援
チ
ー
ム

☎
０
２
４
４(

２
６)

１
１
３
２

◆
会
津
地
区

〈
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
〉

○
実
施
月
日

・
６
月
24
日(

月)

・
７
月
８
日(

月)

・
７
月
22
日(

月)

・
８
月
12
日(

月)

・
９
月
９
日(

月)

・
９
月
30
日(

月)

○
時
間

午
後
１
時
15
分
～
午
後
３
時
30
分

○
場
所

会
津
保
健
福
祉
事
務
所

〈
ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室
〉

○
実
施
月
日

・
７
月
17
日(

水)

・
９
月
17
日(

火)

○
時
間

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

○
場
所

会
津
保
健
福
祉
事
務
所

〈
う
つ
病
家
族
教
室
〉

○
実
施
月
日

・
７
月
19
日(

金)

・
９
月
20
日(

金)

○
時
間

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

○
場
所

会
津
保
健
福
祉
事
務
所

【
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先
】

会
津
保
健
福
祉
事
務
所

保
健
福
祉
課

☎
０
２
４
２(

２
９)

５
２
７
５

※
相
談
は
無
料
で
す
。

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
保
健
福
祉
事
務
所
へ
直
接
お

申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
安
心

し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
10
月
以
降
の
日
程
に
つ
い
て
は
、

改
め
て
広
報
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

福
島
か
ら
避
難
さ
れ
、
仙
台
市
太

白
区
内
に
お
住
ま
い
の
方
を
対
象
に

第
４
回
「
福
島
そ
う
そ
う
茶
話
会
」

を
行
い
ま
す
。
仙
台
で
の
近
況
や
地

元
の
話
な
ど
、
み
ん
な
で
お
し
ゃ
べ

り
し
ま
せ
ん
か
？
皆
さ
ま
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

○
開
催
日
時

７
月
６
日(

土)

午
前
10
時
～
正
午

○
開
催
場
所

仙
台
市
太
白
区
中
央
市
民
セ
ン
タ
ー

（
た
い
は
っ
く
る
内
）
３
階
大
会
議
室

○
案
内
対
象
者

福
島
県
相
双
地
区
等
か
ら
の
太
白

区
内
の
借
り
上
げ
民
間
賃
貸
住
宅

等
の
入
居
者

○
参
加
費

無
料

○
申
込
方
法

電
話
に
て
６
月
29
日(

土)

ま
で
、

支
え
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
お
申
込
み

く
だ
さ
い

○
そ
の
他

・
公
共
交
通
機
関
の
ご
利
用
を
お

願
い
し
ま
す

・
託
児
を
ご
希
望
の
方
は
、
お
申

込
み
時
に
お
伝
え
く
だ
さ
い

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

・
仙
台
市
太
白
区
役
所
区
民
生
活
課

０
２
２(

２
４
７)

１
１
１
１

（
内
線
）
６
１
４
２

・
支
え
あ
い
セ
ン
タ
ー
た
い
は
く

０
２
２(

２
１
７)

７
２
３
４

2

平
成
25
年
度
こ
こ
ろ
の
相
談

会
の
ご
案
内

第
４
回
「
福
島
そ
う
そ
う
茶

話
会
」
開
催
の
お
知
ら
せ



3

平成２５年度介護保険負担限度額認定申請のお知らせ

介護保険施設に入所及びショートステイをされている方の食費・居住費の負担限度額認定について、平成２５

年７月１日以降ご利用される対象者の方は、申請手続きをしてください。

提出していただいた申請書につきましては、世帯の課税状況を確認し、審査のうえ、対象となる方には「負担

限度額認定証」を送付いたします。

※６月30日までの認定証をお持ちの方には、更新の案内を郵送しておりますので、ご確認ください。新規で利用

する予定の方は、健康介護課までご相談ください。

◆介護保険負担限度額認定とは…

介護保険施設（老人福祉・老人保健・療養型医療）に入所したり、ショートステイを利用すると、食費・居住

費を負担することになります。一定の条件を満たす方には、食費・居住費の利用者負担限度額を設定し、それ

を越えた部分については、介護保険給付により、利用者負担を軽減します。

◆一定の条件を満たす方は下記の表のとおりです。

○１日あたりの食費・居住費の自己負担限度額

・従来型個室の（ ）内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合またはショートステイを利用した場合の額

です。

・住民税が全額免除の場合は、非課税と同じ扱いになります。

※１ 平成２４年４月から、第３段階のユニット型個室の負担限度額が「1,640円」から「1,310円」に引き下げ

られました。

◆施設に入所した場合の平均的な費用額を、参考にお知らせいたします。

○介護施設等の入所した場合の１日あたりの食費・居住費の基準費用額

※施設によって独自で費用額を定めていますので、詳しくは利用する施設にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

大熊町役場会津若松出張所 健康介護課 介護保険係

利用者

負担段階
区 分

居 住 費
食 費

従来型個室 多床室 ﾕﾆｯﾄ型個室 ﾕﾆｯﾄ型準個室

第１段階 生活保護受給者の方等
490円

（320円）
0円 820円 490円 300円

第２段階

世帯全員が市町村民税非

課税で、前年度の合計所

得と課税年金収入額の合

計が80万円以下の方

490円

（420円）
320円 820円 490円 390円

第３段階

世帯全員が市町村民税非

課税で、前年度の合計所

得と課税年金収入額の合

計が80万円を超える方

1,310円

（820円）
320円 1,310円※１ 1,310円 650円

施設の種類
居 住 費

食 費
従来型個室 多床室 ﾕﾆｯﾄ型個室 ﾕﾆｯﾄ型準個室

介護老人福祉施設 1,150円 320円 1,970円 1,640円

1,380円介護老人保健施設

介護療養型医療施設
1,640円 320円 1,970円 1,640円



4

昭和３３年度大野中学校卒業生による同級会のお知らせ

～１０月７日に同級会を行います～

昭和３３年度大野中学校卒業の仲間が、今年７０歳になります。一つの節目として、仙台

方面の仲間が同級会を計画しています。

昨年５月に東山で集まりをしたその後、住まいを移動した方もいるようで、なかなか連絡

の手立ても無いような状況です。住所の移動があった方、ぜひ連絡いただきたいと思います。

計画の概要は、平成25年10月７日、場所は松島のセンチュリーホテルを予定しています。

詳しくは後日の連絡です。

【連絡先】

宮城県黒川郡富谷町鷹乃杜２－１４－１４

佐久間 祐一 電話：０２２－７７５－７７２７

『こらんしょ大熊（県北地方大熊町避難者交流会）』を開催します

県北地方避難者交流会「こらんしょ大熊」では、福島市や伊達市等に避難されている町民

の皆様の、交流会へのご参加をお待ちしています。

◆日 時

７月６日(土) 午前10時～午後２時

◆場 所

「旧佐久間邸」

〒960-2154 福島県福島市佐倉下加藤７－６

電話：０２４－５４６－３９４８

※これまで交流会を行っていた「コラッセふくしま」から変更となりましたのでご注意くだ

さい。

【お問い合わせ先】

代表 管野充史 電話:０９０－７２３３－１１４８

町民掲示板


